
各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 254 

発 生 日 平成28年8月4日 

発生場所  広島県 尾道市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

８月４日１０時３０分頃，尾道市在住の女性被保険者宅に男性から電話があり，

「ご主人の保険に還付金が８万円あったが，時効があり還付できる分は２万円く

らいになる。口座はどこに持っているのか。携帯番号を教えてくれたら，銀行の

担当者から２０分後くらいに電話をさせる。」と言われた。 

携帯番号を告げ，広島銀行と中国銀行に口座があることを伝えたが，夫は３年

前に亡くなっており，手続きも済ませているので不審に思い，市役所に確認した

ところで，本件事案が発覚した。 

その後，不審電話は無かったが，対象の還付金はなく，詐欺の可能性が高いこ

とから，警察に相談するように勧めた。 

 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 255 

発 生 日 平成28年8月4日 

発生場所  広島県 尾道市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

８月４日１１時３０分頃， 尾道市在住の男性被保険者宅に尾道市役所の石田と

名乗る男から電話があり，「高額療養費の支払いが２８，５４０円あり今日が締切

りです。広島銀行のキャッシュコーナーに行ってください。」と言われた。 

その後，広島銀行本部の中村と名乗る男からも電話があり，キャッシュコーナ

ーの操作方法について案内された。 

不審に思った被保険者が，市役所に相談したことで本件事案が発覚した。 

市役所では，高額に該当する治療はしていない旨を伝え，警察に相談するよう

に勧めた。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 256 

発 生 日 平成28年8月12日 

発生場所  広島県 広島市安佐南区 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

８月１２日，広島市安佐南区在住の男性被保険者宅に，市役所健康保険課を名

乗る男性から電話があり，「保険料の還付の期限が過ぎてしまっている。別の方法

で支払うので，通帳・キャッシュカード・印鑑・身分証明書を用意して置いてく

ださい。月曜日（８月１５日）にまた電話します。」と言われた。 

電話がかかってこないため，自分から電話をかけようと思ったが，市役所に健

康保険課という部署が無かったため，保険年金課へ電話をかけたことで本件事案

が発覚した。 

還付金は発生しておらず，詐欺の可能性が高いことから警察へ相談するように

勧めた。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 257 

発 生 日 平成28年8月29日 

発生場所  広島県 広島市佐伯区 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

８月２９日９時３０分頃，広島市佐伯区在住の女性被保険者宅に区役所を名乗

る男性から電話があり，「平成２１年～平成２６年の間に発生した医療費の払い戻

しが３万円くらいある。７月末が期限だったが手続きがまだなので電話した。」と

言われた。 

不審に思った被保険者が，再度通知を送るように依頼したところ，出来ないと

言われ，下請けである銀行から再度連絡があると説明され，口座番号を聞かれた

が答えなかったところ，電話が切れた。 

念のため区役所に確認をしたことで本件事案が発覚した。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 

 

 

 

 



各地でこんな事件・事案が発生しています！ 

（広島県内で実際に起こった事例） 

事例 258 

発 生 日 平成28年8月30日 

発生場所  広島県 広島市 

種    類 還付金詐欺不審電話 

事案の概要   

８月３０日１５時頃，広島市在住の男性被保険者宅に市役所健康保険課のホン

ダと名乗る男性から電話があり，「６月に保険料の還付のお知らせを送ったが手続

きされていないため期限が過ぎてしまっている。別の方法で払うので，通帳・キ

ャッシュカード・印鑑・身分証明書を準備しておいて欲しい。明日，銀行の担当

者から連絡をする。」と言われた。 

不審に思った男性被保険者が市役所に電話したことで本件事案が発覚した。 

市役所に健康保険課という部署は無く，還付の手続きは電話ではなく，文書で

行うことを伝え，詐欺の可能性が高いので，警察に相談するように勧めた。 

 

市区町や社会保険事務所の職員を名乗り，医療費の返還をするなどと言って，ＡＴ

Ｍで振り込ませる詐欺事件が多発しています。 

  

◎還付金の支払いはＡＴＭでは行いません。 

「還付する。」と言われても，ＡＴＭには行かないでください。 

 

◎不審な電話があったら，ご家族・ご近所の方，警察やお住まいの 

市区町の後期高齢者担当課にご相談・ご連絡ください。 

 


